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退職手当及び税金等について －－■一一一
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I 説明の順序 ｜

1退職手当額の計算方法

2税金について

（1）退職手当自体にかかる税金

(2)給与所得にかかる住民説

3早期退職募集制度について
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’1退職手当額鋤計算方法

司 南一 易由一ワ中二丁 四一一一■

I退職手当額＝①基本額 ＋②漉整甑
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●退嘩日俸給月馥

。『俸給の塑翰麺』を含む
■ 一三才＝一一▲■ーーF■■世

●支給率

勤鋭期間と退職事由によ為

(涜料1参照）
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|②調蕊尋蓋 ’
、

在職期間中の各月ごとに,顧務の級に対応
する鯛整月麹が定まる。

（資料2参照）

↓

このうち， の多い方か層

蝕且公(5年分)を合筋した額が醐整額と
なる。
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税金に●いて
－－－ －－__一_- － R

(1)退職手当富体にかかる税金

①所得税.復興特別所得税
②住民税
･市区町村民税

･都道府県民税

→瀧驫挙繼醐幽を基に税額
ｒ

｛

顛課識

’
ー 一画＝

醗
際税退職所得金額＝
(退職手当額一退職所得控除額）

●退職所得控除額
勤続年数に応じて控除額が定まる

（糞料4の別紙参照）
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’ ’①講得穂,復興特別所得税

E認鷺[×税目区一

×102.1％

(税率及び控除額は；資料4参照）

ノ
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I

而 ‐三I②住民税

市区町村民税

諜税退職所得金額×6％

都道府県民説

謀税退職所得金額×蝋

（麦料4参照）
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I 前年の給与所得を基準に，
翌年に課税される6

↓

退職後も在職時と同程度の
住民税を負担することとなる。
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住民説民 詮組み鋤
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’ ’【再来年度に紬糠するも鯵】来 る
(R3.6～R4.5)

Ｉ
Ｉ

’減誕卿輔犠涛獅鐡蕊 I
f6
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’
給与 牒税(軸付期間と方法）

R1.6~RZ03

毎月の給与から徴収

R2.4-R2,5

退黛手当から微収
R2.侭。､夕通3昼

餐盲･管市匿町村に鎮付

R3.6-R". 丁一
餐自で市区町村に紬付

■■ 一 今竺■■ 画邑 ■ 画FP 再L－L■

H30.1-H30.12

阿訓.1へ'R1.12

R2.1-硬弘3

17

I

①擬要

募集募集実施蔓項を発出

↓

庵募自発的意思に震ねられる｡退戦日まで取下げ可

↓，

認室豚定(不隠定)の決定は書面で通知
↓：

退職退職手当額の劉増し 鯉

一一－一一． ■■■ ■Dqp
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組織の年齢別構成の適謝確図る制康
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’基本額=退職日俸給月額_×支給率

●支給率

定年退職と同率

、
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基本額＝基本 退脳塾歴瞳塁篭×支給率

●退職日俸給月額
定年前早期退職特例措置による加蝉

’
【原則】定年と退嘩員に麓ける年齢との差に相当する
年数1年につぎ8%難算

－画一一 一口

(例外）◇上配年敷が1年の増合皇％加算

◇次の場合は要件を充足せず,如算なし

・連威日が,定年に達する白から6月前の周の亜日以
降となる堰合．

・勘続期間が20年に溝だなし§塙合

・年齢が定年から15|年を減じた年齢に満たない増合
麺

！

’副ました

’ 進戦手当等についてのご質問は,各所属庁の担当係ま
でお問い合わせください。

東京高裁人事扉給与第一係

東京地裁人事扉給与第一係

東京家華.人亭扉給与係

参照HP;人事院ホームページ＞定年後の生活設計(生
涯股計総合傭報提供ｼｽﾃﾑ)＞定年後の収入と支出
＞退職手当制度

URL:h廿pmmimiLゅ律/翫"F=g"…imm圃骨xjtrnl

謎

－
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退職手当額＝①基本霞十②調整額



(資料1）

退職手当支給率早見表(抜粋）

（

勤
続
期
間

■定年
･早期退職募集制度による
応募麗定退職

･自己都合

20年未満は省略
？ ●

０
１
２
３
４

２
２
２
２
２

24.586875

26.260875

27.934875

29.608875

31.282875

19.6695

21.3435

23.0175

24.6915

26.3655

25

26

27

28

29

33.27075

34.77735

36.28395

37.79055

39.29715

28.0395

29.3787

30.7179

32.0571

33.3963
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３
３
３
３
３
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(資料2）

退職手当の調整月額区分表

（
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職員の
区分

調整額
(月額）

行H

級

行(二）

級 適用範囲

1

2

3

4

5

6

7

95,400円

78,750円

70,400円

65,000円

59,550円

54,150円

43,350円
0 0

10級

9級

8級

7級
C e

6級

8

●

32,500円 5級 5級 3人以上(－定の場合には2人以上)の職種の
長を直接指揮監督する者

9 27, 100円 4級 5級 第8号区分である者を除く。

10 21,700円 3級
4級

P■q■ロ■■I■■1■■ロ■■■1

3級

■●●●■■りわ■●｡■■■pPp0■－■4■■■のP－pP■ﾄ 1■■□■■■■I■■●1■■■■Pnpd■｡、
●

一定の要件を満たす者

11 0
級
級
２
１

3級

2級
1級

■

第10号区分である者を除く。
－0■ロﾛ■1■q■q■■■■1■q■q■P■■q■1■ロq■■q■口■4■●■●■0■1■ロ■■●U■■■■■＝｡■ﾛ■q■q■q■4■1■q■Pq
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蕊
u 源泉徴収すべき所祷税及棚輿特創廃霧税蝋

源泉徴収すべき復興特別所得税の顔は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額とされており、
復興特別所得税は、所信税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされていますd
実際には､次のとおり､原泉徴収の対象となる支払金額等に対して､所得税と復興特別所得税の合計
税率を乗じて計算しだ金額を徴収し、 1紋の所得税徴収高計算書（納付ま>で納付します。
繕)給与琴に係る所徳税及び擾興特別所得税の蕊泉徴収については次の2により行います。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

支孤金顧等×合齢税率(鋤“＝霊泉徴収すべき所得税及び擾興特別所得税の甑“
(函算出した所得税及び復興特別所得税の顔に1円朱識の蟻数があるときは、その端数を切り捨てま式

※1合計税率の齢算式
B敏■■■■●■■●■a■■■■■■F■UUg●、■a■■□■色涯■p■■■■■■●●■自口■■■■■曲■写。■F■為ロ . ◆ 回■ 、

§合計税率(%>＝所得税率㈱×1oa1%;■ d
疎ｱ旬●■■■■●”■暦■■●Q■■■■ﾛﾛg■●■■■■■■■■■●凸■p■■■■■■UQ●●■口角由■と｡■ご忠

※2所得税率に応じた合計税率の例 ．

所得税率院I I SI 7 1 10 1 15116 1 181． 20

(所密轟繍翻錐,%) Ia1“｜”47’ 1“’ ’'5副s11ss3sll“7B’2“2

I
※S具体的挙例:報酬・料金として8Ba8SS門を支払った嬬合(所得税率10%の蛎合〉
888i888円× 、10.21% =gO,7554648R(1円末海切捨て) =ウ 90,755B
（支払金顔） （合計税率） （算出税額） （源泉徴収税額）

－－－ －ー一一

屋給与巻に係る所簿 憲禁劉風

‘給与等については､平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき､所得税と復興特別所得税の合計韻
を徴収し、 1枚の所得税徴収高計算差(納付書)で納付します｡．
(注）平成25年分以後の源泉徴収税額表は､.国税庁ﾎｰﾑペｰジに掲職しています(税務唇からも年末鯛整を行う時
・ 期に配布する予定で乱)。

I宮年緬霊 ｜
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額と蔵っておりますので、年末溺
整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
坪成25年1眉以降の源泉徴収）



(資料4）

退職所得に係る源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税額の速算表(平成31(2019年)年分）

(注）

1課税退職所得金額(A)=｡(退職手当等の金額一退職所得控除額〈別紙参照))×1/2(所得税法第30条第2項)※

が5年以下である場合は,2分のﾕしない(特定役員退職手当等)。

→課税退職所得金額(A)=(退職手当等の金額一退職所得控除額) "

2課税退職所得金額に,1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる(所得税法第201条)。

3所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際の税額の端数処理については,計算の途中では端数処理を行わず,最後に1円未満の端数を

切り捨てる(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3'条)。

退職手当に係る地方税特別徴収税額の速算表(平成25年1月1日適用）

(注）

4課税退職所得金額(A)は,所得税と同様の方法((注)1,2参照)で算出する(地方税法第50条の3第2項,第328条の2第2項)。

5算出した道府県民税(都民税)額及び市町村民税(織り区民税)額に'00円未満の端数がある場合は,その端数をそれぞれ切り捨てる。
両税を合算した上で切り捨てないように注意する。

課税退職所得金額(A) (注)112 税率(B) 控除額(C) 税額=､((A)×(B)-(C))×102.1%(注)3
■ 凸

1,950,000円以下

1,950,000円超 3,300,000･円以下

3,300,000円超 6,950,000円以下

6,950,000円超 9,000,000円以下

9j000,000円超 18,000,000円以下

18j000,000.円超 40,000,000円以下

40,000,000 円超

5％

10％

20%

23％

33％

40％

45％

－

97,500円

427,500円

636;000円

1,536,000円

2,796,000円

4,796,000円

( (A)X
○色

5％ ） × 102｡1%

％
％
‐
％
％
％
％

１
１
１
１
１
１

２
２
２
．
２
２
２

０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１

×
×
×
×
×
×

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

円
円
円
円
円
円

０
０
．
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

５
５
０
０
０
０

Ｊ
９
分
３
３
３

７
７
６
６
６
６

９
盤
闘
認
内
ね

り
Ｊ
ｐ

ｌ
２
．
４

■一
一
一
一
一
一

％
％
％
％
％
％

０
０
３
３
０
５

１
２
２
３
４
４

×
×
×
×
×
×

㈹
㈹
伽
伽
伽
閲

く
く
く
く
く
く

●

課税退職所得金額(A)("4

税率

道府県民税

(都民税）

･税率(c)

､市町村民税

(特別区民税）

地方税特別徴収額合計
■

一律 4％． ‐ 6％



(資料4）

別紙

源泉徴収のための退職所得控除額の表
．(所得税法別表第六）

※「勤続年数｣とは,退職手当等の支払いを受ける人が，退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の

基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算した一定の年数をいう(所得税法施行令第69条)。
※勤続年数に1年未満の端数が生じた場合は,これを切り上げる。

の

勤続年数

、

｡ ．蝿所得空除額 I

一般退職の場合 障害退職の場合
数

退職所得空除額

一般退職の場合 障害退職の場合

2年以下

年
年
年

３
４
５

年
年
年

６
７
８

9年

年
年
０
１
１
１

年
年
年

２
３
４

１
１
１

碑
眸
祥

１
１
１

年
年
年

８
９
０

１
１
２

21年

22年

23年

千円

800

1,200

1,600

2,000

口● p

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

8,000

8,700

9,400

10,100

■

千円

1,800

凸

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800
ゅ

4,200

4,600

5,000

5》400

5,800

6,200

6,600

7,000●

6

●｡

7,400

･7w800

8,200

8,600

9,000

9,700

10,400

11,100

24年

25年。

26年

年
・
年
年

７
８
．
９

２
２
２

年
年
年

０
１
２

３
３
３

年
年
年

鍋
型
弱

36年
P

37年

38年

39年
｡

40年

41年以上

千円

10,800

11,500

12,20q

＆

12,900

13,600

14,300

15,000

15,700

16,400

17,100

17,800

18,500

19,200

19,900

20,600

21,300

22,000

22,000千円に，

勤続年数が40年

を超える1年ごと

に700千円を加算

した金額

千円

11j800

12,500

13,200

13,900

14,600

15,300

16,000

16,700

17,400

18,100

18,800

19,500

20,200

20,900

21,600

22,300

23,000

23,000千円に，

勤続年数が40年

を超える1年ごと

に700千円御ﾛ算

した金額



画塞退職手当
国許 一

額賦算ワークシート

三 ■ 三一面 ～ゴー ー口､ 字

棚雫鬘州につい"人事耐_ﾑべｰジ"順郷員蝋計総倉締鮒測｜※環在の法令及び俸給馬額等を基にした試算義です。

(http://wwwjinji.gojp/shougai-so-gogjoho/index.html)を参照してください。

※ご不明な点は‘所属の退職手当事務担当者にお問い合わせください。

東京高裁→人事課給与第一係(内線■■DI;| 1)
東京地裁→人事課給与第一係(内線:■■DI:■■■■ I
東京家裁→人事課給与係(内線:■■DI:■■■■■■）
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’ 1基本データ ’

氏名

｜…①採用年月日

退職予定年月日 ’ |…② ②-①＝

『~~~]月(…総篝"閥“,鋤闘の繩…･除算期間

勤続期悶 。[~－1年(在螂閥一嘩鯛閥)(拝糊‘,鵬敷"総て）

退職日の俸給の月額b1 1円
※現在の俸給の月額により賦算

(休職･育休等の期間に対し,各期間の休職等事由に応

I

(①の日那展する月から②の

在職期間 日が属する月までの月数）

’ ’

じた一定割合を乗じて算出した月数）

０
Ｖ

’ ’2退職手当額の計算
－■＝一＝ー マ

(1)基本額の計算
基本額 退職日の俸給の月額 勤続期間(a)に応じた支給率

’ ’ ’ ’ ！ ’円 =b 円 ×C

(2)調整額の計算

調整額

’ '1 円×I 月） ②（I。 円 ①（ロ 円× 月）

(3)退職手当額の計算
基本額 調整額 退職手当額

I ’ ’ ’ ’ ’ 一派諏涙』」
円 +d 0 円 円C ＝

1／2 ワークシート

年 月



1

3退職手当に係る税金の控除

際税退職所得金額(所得税･復興特別所得税画住民税共通）

｡｢司年"②-① （暦に篠って計鱒する｡'繩の職がある鶏舎"”勤続年数

退職手当額 退職所得控除額 退職所得控除後の退職手当額

fr－〒1円円 一 円 ＝＝

勤続年散が20年を超えるとき,800万円f"万円*(e-20年）

退職所得控除後の退職手当額 課税退職所得金額

f 1／2円 × 円9
一
一

(1m0円未満切捨て）

所得税及び復興特月桶得税
・課税退職所得金額

《gに 円
税率A 控除額B 復興特別所得税(2.1%）所得税･復興特別所得税

×口蝿一[二二コ円） ×1,021=E－－~1円
（1円未満切捨て）

住民税

課税退職所得金額 税率

g「－－司円 × 6兜＝
市町村民税

円

(100円未満切捨て）

都道府県率課税退職所得金額

g｢~~~~]円
税率

× 4％＝ 円

(100円未満切捨て）

所得税･復興特別… 市町村民税 都道府県民税 税金合計額

匡二コ円十[二二コ円＋ここ．円＝[－－－1円
1

一一一ーニゴ画一一一曲一一一－－ーマーーー一一一一－－十一一一一一一一ﾜｰ 一 + 一七■ " 一▲ 己
←◆÷缶÷＝～－－－－△ ■ 一一一一一一一一一一一一 ◇ ÷－－

属三飯爾司
退職手当額 税金合計額 退職手当手取額

円 一 円 円＝＝

※その他に給与所得にかかる住民税の一括徴収がある場合があります。

※共済借入金がある場合,退職手当額から控除されます。

2／2 ワークシート

、 , 負



退職手当額試算ワークシート

合目 ノステム

■■■■■■■
ib 人 ■■■■■■■

菓亨家 ■■■■■■■

1基本データ

｢~~－－－－~一一］

｢一~－－~一一]…①

｢~~~~一一一一]｡② ②一①＝

｢~~~1月(休職.育休簿の翻閥に対し,“閲の休臘等事陶に，’ 1月(休職･育休等の期間に対し,各期間の休職等事由に応

氏名

採用年月日

在職期間蝋¥淵“同
退職予定年月日

除算期間 じた一定劉合を乗じて算出した月数）

a『一一1年卿螺闘-"期"(,隼未滴の職"捨て）勤続期間

退職日の俸給の月額b 円

※現在の俸給の月額により試算

一一－一一一 G－一 一一 一マ チ一一一 L一一一■一一一一り七一守一
－－‐一一一 － －→－ －－－ 一－一一■ぃ→L一一▲ニ ーー

－ー 一 → ●－－

2退職手当額の計算

(1)基本額の計算

基本額 特定減額日前の俸給の月額 特定減額日前日支給率

。[二二二二二コ門 ＝ ［三二コ円 ×E一二－1
退職日の俸給の月額 勘続期間(a)に応じた支給率． 特定減額日前日支給率

+ b[二二二]円 × (r一一a- ）

(2)調整額の計算

鯛整額

。 円 ①（） 円×』 月） ②（！ 円×1 ‘ 月）

(3)退職手当額の計算

・ 基本額 調整額 退職手当額

円 +d 円 円C
一

争

一

※俸給の月額が減額されたことがある場合.減額に
係る特例により退職手当額の賦算額はこの金額・
になります｡．
（国家公着員“手当法第5粂の2．基本顕の特例）

一

1／2 特定減額用
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3退職手当に係る税金の控除

際種退職所得金顧(所得税頓興特別所得税･住民税共通）

勤続年数｡[~~~]年…②-①（暦恥てWI･算する｡1零未満の鰯螂場合"上駒

退職手当額 退職所得控除額 退職所得控除後の退職手当額

一｢－弓~一〒1円 = f『二一一可円
勤続年数が20年を超えるとき,8m万円+"万円*(e－釦年）

円

退職所得控除後の退職手当額 畷税退職所得金額

g『ー~－司円
（1000円未満切捨て）

1／2f 円 ×
一
一

所得税及び復興特別所得税

課税退職所得金額

(g｢~司円
税率A 控除額B 復興特別所得税(2.1%）所得税･復輿翻り癖

翼口蝿一[二二コ円） ×畑=[－=一一司円
（1円未満切捨て）

住民税

課税退職所得金額

g｢一－]円

課税退職所得金額

gE－．円

税率 市町村民税

円 × 6％＝[－－－．円
(100円未満切捨て）

税率 都遊府県率税率

× 4％＝ 円

(100円未満切捨て）

所得税も復興特別所得税 市町村民税 都道府県民我 税金合計額

[二二二コ円十[二二コ円十に二二コ円＝「~一~可円

I

一一一一一一－一一 司 一 一一一一一一 号一
－■七 手一一一一一÷ ●一一一一一二－一一

｢五-二燕司
退職手当額 税金合計額 退騒手当手取額

r一可円円 一 円
一

一

※その他に給与所得にかかる住民税の一括徴収がある場合があります。
G

※共済借入金がある場合,退職手当顕から控除されます。

2／2 特定漣額用
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